
佐久穂町難聴者補聴器購入費補助金交付要綱

（趣旨）
第１条　この告示は、聴力機能の低下により日常生活に支障をきたしている者に対し、補聴器
の購入に要する費用を補助することにより、円滑なコミュニケーションの確保、難聴者の生
きがいづくりや社会参加の促進を図るため、予算の範囲内で補助金を交付することについ
て、佐久穂町補助金等交付規則（平成17年規則第38号）に定めるもののほか、必要な事項を
定めるものとする。
（補助対象者）
第２条　補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、次の各号のいずれ
にも該当する者とする。
(１)　町内に住所を有し、現に居住している満18歳以上の者
(２)　身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第15条第４項の規定による身体障害者手
帳（聴覚障害に係るものに限る。）の交付を受けていない者
(３)　両耳の聴力レベルが40デシベル以上70デシベル未満であり、一般社団法人日本耳鼻咽
喉科頭頸部外科学会が指定した県内に所在する精密聴力検査機関の専門医により、補聴器
の装用が必要であると診断されている者
(４)　町税等を滞納していない世帯の者
(５)　過去にこの要綱による補助金の交付を受けたことがない者
（補助金の額）
第３条　補助金の額は、医療機器認定を取得した補聴器の購入費用の２分の１以内とし、３万
円を上限とする。ただし、補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる
ものとする。
（交付申請）
第４条　補助金の交付を受けようとする補助対象者（以下「申請者」という。）は、補聴器を
購入した日から起算して90日以内、又は当該年度の３月末までのいずれか早い日までに、佐
久穂町難聴者補聴器購入費補助金交付申請書兼実績報告書兼請求書（以下「補助金交付申請
書」という。）（様式第１号）に次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければな
らない。
(１)　申請前３か月以内に作成された医師意見書（様式第２号）
(２)　補聴器購入に係る領収書の写し（購入日、購入店名、購入品名及び補聴器の購入金額
が確認できるもの）
(３)　購入した補聴器の仕様又は構造等が確認できるもの（取扱説明書の写し、補聴器のカ
タログの写し等）
(４)　前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
２　申請は、補助対象者１人につき片耳装用、両耳装用問わず１回限りとする。
（補助金の交付）
第５条　町長は、前条の規定による補助金交付申請書の提出を受けたときは、その内容を審査
の上その適否を決定し、適当と認めたときは佐久穂町難聴者補聴器購入費補助金交付決定通
知書兼確定通知書（様式第３号）により、不適当と認めたときは佐久穂町難聴者補聴器購入
費補助金不交付決定通知書（様式第４号）により申請者に通知するものとする。
２　前項の規定により、補助金の交付を決定した時は、速やかに補助金の交付を行うものとす
る。
（交付決定の取消し）
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第６条　町長は、申請者が虚偽の申請その他不正な行為により補助金の交付を受けた場合は、
補助金の交付決定の全部又は一部を取消すことができる。
２　前項の規定により補助金の交付決定が取消された場合、既に補助金を受領しているとき
は、申請者は町長の指示するところにより、取消された補助金を返還しなければならない。
（その他）
第７条　この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附　則
この告示は、令和８年４月１日から施行する。
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様式第１号（第４条関係）
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様式第２号（第４条関係）
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様式第３号（第５条関係）

5/6



様式第４号（第５条関係）
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